










26

26 27

	™��$�#ò$$$�

#ø$$#ø#û#þ

$/$o#ø$ $�#�

$�#û$	$"$�$+$�

�l�E#ä#ù#ä#Þ#ã$!

#Ü#Ü$+#ø$ $�#�

�¤��$
$�$"$�

�•�Ñ#ÿ��$'$#

$+#ø$ $�#�

#â$$#
 #Ü#å$�$"$�
#ÿ#å$�#Ü#ï#

$�#ò$����Í$���
#ã$!#ø$�#�

$D$Q$8$���$�

$�#û#þ$�#�

#õ#Þ#ã#


#Ü$%#Ü$%$���#÷#ù$�

$���
$ � # Ü $ " $ �

t$�$+#ø$ $�#�

�ƒ�Ì�ƒ�Ì�©� �‹�ƒ��•�Ê×�‹�ƒ�¥�R�ƒ�¢�–�Æ�ª	|�–�Ž�à�à�è�ÿ�È�š�Ê�Â	5�Ñ�¾�Ò�©�¦�£�Ž�¢�¥�ƒ�Œ�½�š�Ò�Š�j

この冊子を通じて皆さんに気づいて頂きたいポイントのまとめです。

このように考えてくると「社会モデル」で障害を理解することは、あらゆる差別に普遍的に応

用できることにも気づくのではないでしょうか。

大きく文化習慣の違う外国人、異民族の方々と共生する社会について考えるときにも、まさに

「社会モデル」そのものではないでしょうか。

誰もが平等に社会参加できる見方を基礎にして、どうしたらみなが参加できるようになるのか、

快適に暮らせるようになるのかを皆が考え気づくことで、誰もが共生できるようになるのではな

いでしょうか。

逆に今度はもっと小さな最小単位の社会に目を向けてみてください。

クラスの中の友達に目を向けても、一人ひとりの得意なことは違います。誰一人として同じ人

はいないのです。このような違う人たちとクラスに集まったのですから、他者との違いを認め合

い配慮し合えれば、差別やいじめは無くしていけるのかもしれません。

解説 ( 児童・生徒用冊子２６、２７頁 )
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児童 ･ 生徒の皆さんには「社会にある障害をなくす」という大きなテーマでは、なかなか取り

組みにくいですから、まずは家族や学級といった身近な社会に目を向けるところからはじめ、そ

の小さな社会で「相手との違いを認め合い、配慮し合うこと」をしてみるとよいと思います。

皆がお互いに快適に暮らせる居心地の良い社会を作っていくこと、その時に特定の人だけが頑

張っていたり我慢していたりということがないようにすることにも気づかせることも必要です。

その構成員ひとりひとりが自分のことだけではなく、他の人のことを思いやり、少しずつ頑張っ

たり我慢することで共生社会は構築されるものだと考えています。

相手の「できないこと」を知って「この人は○○ができない」とするのではなく、「どうした

ら参加できるようになるか」「どうしたらともに楽しめるのか」をみんなで考える視点が大切に

なります。

身近な社会で共生の考え方の中で経験を積んできた人ならば、地域社会や市町村・都道府県・

国といった大きな社会においても、その応用で共生社会を構築していける人になれると確信して

いますし、私たちの願いでもあります。

【障害者権利条約と障害者差別解消法】

障害者権利条約は、あらゆる障害（身体障害、知的障害及び精神障害等）のある人の尊厳と権利
を保障するための人権条約です。この条約は２１世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、
2006 年 12 月 13 日に第６１回国連総会において採択されました。日本政府の署名は、2007 年 9 月
28 日に行っており、2014 年 1 月 20 日に批准しました。

条約が画期的なのは、その基本的な考え方にあります。障害の原因は個人ではなく社会の側にある
と、従来の考え方を転換したのです。

その理念は 2011 年（平成 23 年）に施行された改正障害者基本法に明記され、成立から３年を経
て（2016 年平成 28 年 4 月）に施行となった障害者差別解消法などにも盛り込まれています。
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この冊子は、従来よく行われてきた障害者の機能に着目する障害啓発の講座とは大きく異なっ

ていることがお判りいただけたかと思います。

従来の障害啓発の講座の最大の問題点は、機能障害に焦点を当てた講座なので、様々な不便や

差別の原因が機能障害に由来することに直結するため、「障害はない方がよい」「障害者は不幸で

ある」そして、「障害者はいない方がよい」という生存そのものを否定しかねない危うさをも持っ

ていることです。つまり、障害者の人権そのものを否定しかねない講座になってしまう可能性が

あるのです。

社会モデルはものの捉え方を変えます。つまり、障害の視点を社会に充てることで、ものの捉

え方を変える極めて重要な視点を獲得できるようになるのです。

当法人では、「障害」を社会モデルの視点で捉えることを通して、個性の違いを認め合い、互

いの人格を尊重し、多くの人たちがいろいろな人と共生できる素敵な人になってほしいとの願い

からこの冊子を作りました。不十分なところも多くあると思います。引き続き実践を重ねる中で

さらに充実した福祉講座にしていきたいと思います。忌憚のないご意見を賜れば幸いです。

おわりに

制作

ホームページ

制作協力

イラスト作成

この冊子は 「よこはまふれあい助成金」 「ＮＨＫ歳末たすけあい配分金」 の支援を受けて作成いたしました。

（特非） 神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワーク

（略称Ｖｉｅｗ－Ｎｅｔ神奈川）　

（株） 創造集団 440Hz

山本菜々子

http://www.view-net.org

※この冊子の文章 ・ イラストの著作権は （特非） 神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワークに帰属します。 この冊子の全部を複

製することは可能ですが、 個別のイラストを無断で使用することは固く禁じます。


